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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的は、中国の都市部で出稼ぎ労働者の支援を行う草の根NGO（以下、労
働NGO）に注目し、その機能と社会的な役割を考察することにある。習近平政権下での言論統制の強化により、
労働NGOは2015年末以降登録を抹消され、活動ができなくなっている。本研究の中心的な成果は、研究代表者が
これまでに実施してきた労働NGOへのインタビュー調査、フィールドワークの成果を2015年までの約15年間の労
働NGOによる社会運動の到達点として記録したことにある。労働NGOによる活動は、公的な労働組合組織（工会）
が機能しない領域における労働者による権益獲得運動であり、「新しい労働運動」の一形態であった。

研究成果の概要（英文）：　　The purpose of this study is to focus on grassroots NGOs (“labor
NGOs”) that provide support to migrant workers in urban China and to examine their functions and 
social roles. Due to the tightening of social control under the Xi Jinping administration, labor 
NGOs have been erased since the end of 2015 and are no longer able to operate. 
　　Therefore, the main outcome of this study is to document the results of interviews and fieldwork
 with labor NGOs conducted by the principal investigator to date as the reach of social movements by
 labor NGOs for about 15 years until 2015. The activities of labor NGOs were a form of “new labor 
movement,” a movement by workers to acquire rights and interests in areas where official trade 
union organizations (”gong-hui”in Chinese) did not function.

研究分野： 地域研究（中国）

キーワード： 労働NGO　労働運動　社会運動　中国　農民工　権益保護　新しい労働運動　工会

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
 本研究成果の学術的意義は何よりも、2000年代に基層労働者である農民工の権益保護活動において社会的に重
要な役割を果たした労働NGOの出現と活動の到達点を2015年の消滅に至るまで客観的に記録したことにある。現
下の言論統制下において、こうした記録は中国国内においてメディア、学会ともに参照不可能になっているため
である。
　社会的意義としては、労働NGOが組織として消滅した今も、その担い手や運動のなかで醸成された権益意識が
今後、どのように国内外で表出するかへの注意喚起を促すことにあると考える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
本研究は主に以下の 2 つの分野を背景とする。 
１つは「農民工」研究、つまり農村出身の都市就労者に関する経済学、社会学分野の研究であ

る。農民工は中国の産業労働者の大多数を占める重要な労働力でありながら、都市と農村が二元
的に管理される中国社会においては、就労先の都市において十分な行政サービスや福利厚生を
受けられないのみならず、労働者としての基本的な権益さえも十分に保障されていない。しかし、
都市と農村の経済的格差を背景に、農民工は 2000 年代初めまで低賃金で黙々と働く優秀な労働
者であり続けた。 
ところが、2004 年前後に初めて「民工荒」と呼ばれる労働力不足が出現した。この背景につ

いては経済学を中心に活発に議論が展開されたが、労働力の不足傾向は確かに認められるもの
の、いまだ労働力が過剰から不足に転じるルイスの転換点を迎えるには至っていないとの見方
が優勢である（南 2013、祭 2007）。それではなぜ、労働力不足が出現したのだろうか。 
それに関する有力な説明の１つに、社会学分野から提起された農民工の世代交代と価値観、行

動様式の質的な変化がある。「新世代農民工」と呼ばれる 1980 年代以降生まれの若い世代の労
働者の就業行動や価値観は旧世代と質的に異なるといわれる。職業に対する選好と権利意識が
強く、農業・農村離れが進み都市生活への志向性が強いこと、他方で一人っ子世代にあたり忍耐
力に乏しいことなどが彼らの高い転職傾向や条件の悪い職業の求人難の背景として指摘される。
2010 年頃より中国各地で多発する、出稼ぎ労働者によるストや賃上げ要求デモの中心も、この
ような権利意識と職業意識の高い新世代農民工だといわれている。 
ストやデモといった主に企業内で発生する労働運動の一方で、近年の動きとして農民工支援

NGO（中国語では「農民工 NGO」、「労工 NGO」等）と呼ばれる労働者の権利や権益を守るた
めの取り組みがみられる。農民工支援 NGO は全国に数十組織あるとみられ、出稼ぎ労働者の多
い広東省の深圳、東莞、広州等の各都市、及び北京市に多い。NGO という形をとって声を上げ
始めた農民工の意識も、ストやデモ同様に注目される。 
そこで関連するもう 1 つの学術的分野が NGO/NPO 研究であり、中でも中国の文脈では「草

の根 NGO」と呼ばれて注目される NGO/NPO に関する研究がある。草の根 NGO とは、当事者
や市民/住民により自発的に組織され、活動する NGO のことであり、中国においては少なくな
い官製 NGO と区別される。草の根 NGO に限らず、中国の NGO/NPO 研究としてみれば、そ
の創成は 1990 年代半ばであり、研究分野としては 1998 年の清華大学 NGO 研究センターの設
立以降本格化し、同センター所長の王名を第一人者として既に一定の研究蓄積がある（清華大学
NGO 研究中心 2000）。 

NGO 研究の分野で草の根 NGO にクローズアップしたものとしては李（2008）があり、各分
野の草の根 NGO について創設の背景、資金集め、資源動員、制度的背景などについて体系立っ
た考察がなされている。一方、農民工支援型 NGO についての既往研究は李（2008）の一部以外
に韓・占（2006）による論文があるが、わずか数件の NGO の事例研究に過ぎず、農民工支援系
NGO 全体を俯瞰する研究は中国国内においても未だなされていない。 
 
 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、中国の都市部において出稼ぎ労働者の支援を行う草の根 NGO（以下、農民工

支援 NGO）に注目し、その機能と社会的な役割を考察することにある。草の根 NGO とは、中
国において 1990年代後半に始まり、2000 年代以降活発に活動している新しい社会組織であり、
中でも農民工支援を行う NGO の研究は未だほとんどなされていない。本研究はこれら農民工支
援 NGO の成り立ちと取り組みから、新世代の農民工のニーズと、受け入れ都市の知識人と中間
層を中心とする市民社会の変化を探ろうとする。政治的な制約から社会運動が起きにくい中国
において、農民工支援 NGO は実質的に労働運動や市民運動の役割を担っているというのが当初
の仮説であった。 
 
 
 
３．研究の方法 
2014～15 年度は文献調査、理論レビューによる事前準備を経て、日本国内及び中国において

草の根 NGO 研究の専門家からのヒアリングを実施した。2015 年末から研究対象である労働 NGO
への政治的統制が強化され、全ての草の根労働 NGO が消滅してしまった。そこで、2016 年夏～
2017 年度の育児休業による研究休止を経て 2018 年度に研究を再開後は、折からの新型コロナウ
イルス感染症による渡航制限もあり、これまでの調査研究の記録と分析、まとめに研究方針を転
換せざるを得なかった。 
そこで、2018～2019 年度には、所属先研究所における研究会「新興国の新しい労働運動」研



究会の一貫として、中国の労働ＮＧＯの事例と多くの共通点を持つインド、南アフリカ、フィリ
ピン、ブラジルの事例とともに中国の労働ＮＧＯによる労働運動、社会運動の経験を理論的に分
析することを模索した。その研究成果は 2021 年出版の太田編『新興国の「新しい労働運動」：南
アフリカ、ブラジル、インド、中国』所収の山口（2021）論文にまとめられている。 
2021 年度～2023 年度にかけては、明治大学石井知章教授を研究代表者とする科研費基盤Ａ「中

国農民工の組織化をめぐるガバナンスの変容：中国全国総工会と労働 NGO との関係性」の研究分
担者として研究会に参加した。しかし、中国への新型コロナウイルス由来の渡航制限は 2023 年
まで続き、現地調査が不可能だったため、2021 年度～2023 年度にかけては日本国内での中国人
居住者調査と、中国の農民工ストと職業教育に関する研究をこれも文献調査と過去の調査結果
の分析を結び付けて実施した。 
 以上の期間を通して、主な研究方法は以下の通りである。 
 
（１）文献調査 
 広く NGO/NPO 研究としては、前述の王名教授を中心とする北京・清華大学 NGO 研究センターを
始め、近年広東・香港の大学にも市民社会をテーマとして掲げる研究センターが相次いで設立し
ている。それらの中心である広東・中山大学朱健剛（公益慈善研究センター）副主任、香港・香
港中文大学陳健民（公民社会研究中心）主任の研究を中心に農民工支援を中心とする草の根 NGO
に関する研究成果をレビューする。 
 また、北京の農民工支援 NGO のいくつかは、NGO 創始者が自伝を出版している（魏偉（2005）、
謝麗華（2009）、李真（2005））。他都市の農民工支援 NGO を含め、これらの自伝的著作を収集し、
一次資料として参照した。 
 
（２）理論レビュー 
 本研究は農民工支援 NGO の社会運動的側面にも注目するため、労働運動、都市運動を中心とす
る社会運動の既往研究レビューを行った。レビューにあたっては、社会運動論の最近のテキスト
である Della Porta, Donatella and Mario Diani（2006）を参照しつつ、社会運動についての
国際的なジャーナル（Social Movement Studies, Mobilization, Research in Social Movements, 
Conflicts and Change など）掲載論文から関連先行研究を参照した。 
 
（３）専門家ヒアリング 
上記の文献調査をふまえて、農民工支援 NGO に詳しい専門家にヒアリングを実施した。 
 
（４）調査都市の選定と NGO 訪問調査 
 調査対象の NGO は、農民工支援 NGO の活動が活発ないくつかの中心都市を選び、各都市で可能
な限り網羅的に農民工支援 NGO に対する訪問調査を実施する。当初想定された都市は、農民工の
多い広東省の深圳市と広州市、及び農民工、知識人、大学生ともに多い北京市等である。2015 年
調査で広州市、深圳市、北京市を訪問調査したのを最後に、全ての労働ＮＧＯが抹消されてしま
った。 
 
（５） 調査結果の分析、論文執筆 
 以上の限られた現地調査と過去の研究代表者による調査記録を統合して、2020 年度には労働
NGO 研究、2023 年度には中国の職業教育と労働運動に関する論文を執筆した。調査結果の分析に
あたっては、中国のカウンターパート及び社会運動研究に詳しい勤務先の同僚との議論を密に
しつつ、論文を完成させた。 
 
 
 
４．研究成果 
（１）中国の労働 NGO 研究（参考文献①） 
 本研究課題の最も中心となる研究成果は太田編（2021）所収の山口（2021）論文「中国の２つ
の「新しい労働運動」―1989 年天安門と 2000 年代―」としてまとめた。その概要は以下の通り
である。 
 報告者は、現代中国の都市部に見られる労働 NGO による下層労働者の権益保護活動を「新しい
労働運動」の一形態とみている。「新しい労働運動」とは、従来型の労働運動とは異なる性質を
持つ労働運動である。ここで、従来型の労働運動には一定の共通点があり、それは多くが職場を
中心とする賃金や労働要件、向上を主な目的とする、労働組合が主導することである。ただし、
従来型の労働運動、新しい労働運動ともそれぞれの運動が発生した国と時代によって異なる様
相を示している（太田 2021,1）。中国の従来型の労働運動とは、報告者は存在しなかったと考え
ている。社会主義計画経済体制下の中国において、労働者は農民と並んで「プロレタリア階級独
裁」を進める主役であるとされ、建前上は企業の所有者であった。社会主義経済を建設するにあ
たり、中国には建国前から官製労働組合である中華全国総工会が存在し、計画経済体制下におい
てはそれが非常に高い組織率を誇っていた。そこで、労働組合組織による職場単位の運動を「古
い労働運動」とみなすのであれば、工会による労働者の組織化がそれにあたったのではないかと



思われる。しかし、実際には中国の工会は政治的意図のために労働者の組織化を進める組織であ
って、労働運動を推進する組織ではなかった。要約すれば、計画経済体制下の労働運動がなかっ
た時代が、逆説的だが中国の「古い労働運動」時代報告者は考える。 
 これに対して、計画経済体制に限界がみられた 1970 年代後半には、複数の主要都市で公有制
企業労働者によるストライキやデモ活動が勃発した。このような社会の政治経済状況を前提と
して、1989 年天安門事件の中で中国の第 1 の「新しい労働運動」が起きた。この時期の労働運
動の新しさは、当時の政治環境の下で、労働者が既存の官製労組の枠を超えて声を上げ、自らの
権利を主張したことにあった。これを報告者は、「新しい労働運動」（第Ⅰ期）と称した。数年の
時を経て、1990 年代末以降に発生した労働 NGO による労働者の権利保護のための取り組みは中
国の「新しい労働運動」（第Ⅱ期）と呼べるもので、現在まで続いている。第Ⅱ期の「新しい労
働運動」の新しさは、労働 NGO と呼ばれる草の根の NGO 組織のサポートを受けつつ、労働者が自
らの普遍的な権利を主張し、擁護している点にある。 
 本研究課題の主な研究対象である労働 NGO はこの、1990 年代末以降に中国に出現した草の根
労働 NGO であり、彼らが担ったのが労働運動の文脈における「新しい労働運動」であったと報告
者は考える。この第Ⅱ期の「新しい労働運動」である労働 NGO の活動は、太田（2021）の整理す
る「新しい労働運動」の 2 類型のうち、「包摂・権利擁護型労働運動」の系譜に属する。なぜな
ら、労働 NGO の主な活動が中国において官製労働組合である「工会」が長年組織化の対象といて
こなかった農村出身労働者（農民工）の権利保護や組織化によるエンパワーメントを主な活動と
しているからである。その意味で第Ⅰ期の「新しい労働運動」とは連続性を持ちつつも、その活
動内容は新しい傾向を持っていることが指摘できるが、ここでは詳述しない。 
 労働 NGO には３つの起源があり、１つは第Ⅰ期の「新しい労働運動」である天安門事件に端を
発する流れ、2 つ目は香港発の市民社会の運動、3 つ目は中国大陸の労働者と支援者による自発
的な動きである。この三者は相互に関連性も持ちつつ、それぞれの強みを生かして活動していた。
報告書（文献①）はこのうち、3つ目の草の根 NGOを広東省の広州市、深圳市、仏山市の 3 市に
ある労働 NGO の事例からその成り立ち、活動、資金調達などについて紹介している。 
 労働 NGO の活動と特徴は以下の通りである。まず、活動資金はいずれも、海外の財団や NGO、
労働組合組織などからのプロジェクト支援金からの競争的資金であった。このルートは 2017 年
以降、中国政府が施行した外国 NGO 管理法により、完全に断たれている。次に、NGO の活動内容
は労働者の権益保護活動である。具体的には法律知識を学ぶセミナー、労働者の権利侵害に対す
る賠償請求、労働災害保障など労働者個人を対象とする救済活動と、企業内での団体交渉支援な
どである。労働 NGO の主な立地は、広東省の都市部（広州市、深圳市、東莞市）と北京市を中心
とし、ピーク時には全国で 100 ほどの組織があったといわれている。これらの労働 NGO は、「労
働弁護士」と呼ばれる数人の弁護士とともに、2000 年代以降、消滅する 2015 年まで中国の下層
労働者の権益保護に大きく貢献した。 
 地道な活動を展開してきた労働 NGO は近年では制度と警察の両面から活動を強く制約されて
いる。2016、2017 年にかけて相次いで施行された「慈善法」と、「外国 NGO 管理法」が労働 NGO
を含む中国国内の草の根 NGO の活動資金の海外調達を実質的に困難にしており、これまで資金
的に海外頼みだった労働 NGO は存続の危機に瀕している。また、2015 年末以降、労働 NGO は政
府により度重なる弾圧を受けており、本稿で紹介した大陸の３NGO は全て、代表が逮捕され刑事
罪を問われた上、組織としての活動は将来も含めて禁止されたという。 
 党独裁の強権政権下にある中国では、政府の弾圧は労働運動の盛衰に特に大きな影響力を持
つ。しかし、天安門事件から労働運動に目覚めた韓が数年の苦難の歴史を経て香港で活動を再開
したように、一度目覚めた活動家の意識は根強く、容易に消滅するものではない。実際、組織活
動を禁じられ、法人登録は抹消されてもなお、個人として権利の侵害にあった労働者の支援活動
を続けている NGO 関係者もいる。また、労働 NGO への弾圧にも関わらず、中国各地のストライキ
発生件数は 2017 年以降も年間 1000 件以上の規模で推移している。労働 NGO の支援が得にくく
なった現在、これらのストライキは有効な労使交渉を実現しているのかどうかにも、引き続き注
目する必要があろう。新たなフェーズに入った中国の「新しい労働運動」の展開を、今後も見守
りたい。 
 
（２）中国の職業教育と労働運動（参考文献②） 
 労働 NGO への弾圧がまだ顕在化していなかった 2010 年台前半の中国で、上海、江蘇などの長
江デルタ地域、広東の珠江デルタ地域において頻繁に報道された工場ストやその成果としての 
団体交渉の現場で目立ったのが、内陸農村地域を中心とする中国各地の職業高校出身の若い労
働者達であった。そこで、職業教育の拡大と卒業生の現状について行った調査研究が本稿である。 
 2010 年に中国の沿海部工業地域で頻発した農民工によるストライキは今も記憶に新しく、中
でも同年 5月の南海ホンダ（広東省仏山市）におけるストライキからの待遇改善交渉は、中国の
労働運動史におけるメルクマールとなる出来事だったといわれる。そのストライキの中心とな
ったのは、工業系の職業高校出身の若い技能工であった。 
改革開放後の 1980 年代半ば以降労働力の地域間移動が実質的に可能になり、「無尽蔵の廉価

労働力」を強みとして世界の工場となった中国において、労働力の枯渇がいわれるようになった
のは、2003～2004 年頃である。「民工荒」と呼ばれる労働力不足は当初、技能労働者不足として
顕在化し、まもなく単純労働力の不足と賃金上昇がみられた。 



 こうした事態に先駆けて中国政府は 1970 年代から技能労働者の養成に着目し、1980 年代以降
は職業教育拡大政策を採って経済発展を支える技能労働者を養成しようとしてきた。しかしそ
れにもかかわらず今日に至ってもなお、職業教育は中国の若者たちに人気がなく、積極的に選ば
れない進路となっている。その要因は職業教育の質や費用にあるのか、就職状況やその内容にあ
るのか、高学歴志向やホワイトカラー志向といった社会文化的なものにあるのだろうか。 
この問いに答えるべく、本稿では、中国政府による職業教育拡大政策の変遷の整理に続き、

1970 年代以降中国で実施されてきた職業教育の諸類型、及び地域性による違いから、産業にお
ける労働力需要が大きいにもかかわらず中国の若者たちに職業教育が選ばれず、結果として技
能労働者が不足する現状の原因を考察した。また、関連するいくつかのアクターの取り組みとし
て総工会と労働 NGO の活動に言及し、中国で今後、若者が進んで技能労働者として生きることを
選び、社会として安定的に技能労働者を確保していくために必要な取り組みを示唆した。 
中国政府による職業教育拡大政策は改革開放以来の経済体制改革の一貫として、職業教育に

市場化する企業、産業の最前線へ若い労働者を送り込む養成機関となることを期待したもので
あった。しかしその現場である職業系高校では、一方では学生の就職先探しに各学校が孤軍奮闘
しつつ、他方で就職実績は良好であってさえ学生募集に苦慮するという厳しい現状が今日まで
続いている。報告者はそのジレンマの原因として、中国における技能労働者を取り巻く厳しい労
働環境と社会的待遇、評価の低さがあることを指摘した。 
 
以上、２つの研究成果はどちらも、農民工と呼ばれる中国の労働者の中心である下層労働者の

人的資本の養成と権益の保護をめぐるものである。職業教育の不振にみられるように、中国にお
いて労働者であることは過酷な境遇を意味し、その権利権益は労働者としても市民としても十
分に保障されていない。そうした社会的弱者である農民工の権益主張や保護を支援する労働 NGO
の活動は、2000 年代において明らかに有力な労働運動だったといえる。本研究はその社会的な
影響や広がりに注目しつつ、設定したものであるが、折からの言論社会活動空間の閉鎖により、
新たな展開を観察することができなかった。本研究は、1999 年～2015 年にかけての中国国内に
おける労働 NGO の活動とその意義を客観的に記録し、今は国内的に存在しないかのようにみえ
る労働 NGO のアクター達やそこで醸成された権利意識が今後中国内外でどのように表出するか
にも注意深く目を向けていくべきことを示唆するものとなったと考える。 
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